
  

 

 

 

 

協定項目２２号資料 

 

自治会･行政連絡機構の取扱いについて 

 

１ 協定項目の要旨・留意点 

 

 （１）自治組織は，市町村の歴史的経緯や地域の実情により形成された組織であるが，新市の一体感

を図る上においては名称の統一を図る必要がある。 

（２）市民が主体となる地域及び地区づくりを促進するために，市民自らが中心となる横断的な組織

体制をつくる必要がある。 

 

 

２ 提案の理由 

 

自治組織の一体性の確保と効率性を高める観点から，自治会・行政連絡機構の取扱いについて，

調整方針を提案するものである。 

 

３ 協定（協議）先進事例 

香川県さぬき市（平成１４年４月１日新設合併） 
１ 自治会の区域名称については、現行のとおりとし、組織、役員等については、新市で要綱を定

め、統一を図る。 

２ 自治会連合会については、各町に相違があるが、新市で組織する。 

３ 行政配布物の配布方法は、現行のとおりとする。 

 

山梨県河口湖町・勝山村･足和田村･上九一色村合併協議会(平成１５年１１月１５日目標新設合併) 
 行政連絡機構（自治会及び区）の組織、区域及び名称については現行のとおり新町に引き継ぐ。 

① 自治会連合会及び区の連絡･調整機関として新町に自治会連絡協議会を置く。 

② 自治会連合会及び区において実施する事業については、新町において調整する。 

岐阜県郡上郡町村合併協議会（平成１６年３月１日目標新設合併） 
 名称については｢自治会｣とする。自治会の組織及び区域は当面現行のとおりとし、新市において地

域の実情に応じ見直しを図る。 

 ・ 新市に自治会連合会を置き、連合組織については新市において調整する。 

・ 自治会連合会事業については、新市において調整する。 

長崎県福江市南松浦郡富江町・玉之浦町・三井楽町・岐宿町・奈留町合併協議会 (平成１６年８月１

日目標新設合併) 

 行政区の名称及び所管区域については，現行のとおりとし，必要に応じ合併後に調整する。 

 また，町内会長・駐在員・地区長・区長の設置条例等については，福江市の例により調整し，必要

に応じ合併後に調整する。 

岡山県吉備高原中央地域合併協議会(平成１６年１０月１日目標新設合併) 

 自治会等（住民会や行政区）の組織については．現行のまま新町に引き継ぎ，新町において統一し

た新しい組織及び体制を整備 
 

 

 



専門部会名 企画財政部会
校区 校区 構成

市町村名 地区別 地区別 自治会 自治会名称
世帯数 人口 数

川内市 1 亀山 亀山集会所 3,121 7,860 21 公民会
2 可愛 可愛校区公民館 4,779 11,281 33
3 育英 育英集会所 1,751 4,169 10
4 川内 すこやかふれあいプラザ 2,674 5,880 36
5 平佐西 産業振興センター 4,801 11,711 23
6 隈之城 川内市セントピア 4,807 12,356 52
7 永利 永利集会所 2,249 5,667 28
8 平佐東 平佐東集会所 567 1,311 12
9 水引 水引集会所 1,385 3,289 35
10 峰山 峰山校区公民館 722 1,783 19
11 滄浪 滄浪校区公民館 244 472 6
12 寄田 寄田校区公民館 234 467 8
13 八幡 八幡校区公民館 674 1,708 14
14 高来 高来校区公民館 1,015 2,112 9
15 城上 城上集会所 481 1,244 7
16 陽成 陽成校区公民館 378 863 9
17 吉川 吉川集会所 157 348 4
18 湯田 湯田集会所 347 747 7
19 西方校区 西方校区公民館 352 614 5
計 19 30,738 73,882 338

樋脇町 1 塔之原一区 塔之原一区多目的集会施設 207 524 10 自治公民館
2 塔之原二区 塔之原二区公民館 165 462 5
3 塔之原三区 塔之原三区公民館 269 668 8
4 塔之原四区 塔之原四区コミュニティセンター 410 958 14
5 塔之原五区 塔之原五区公民館 360 894 9
6 市比野一区 藤本青少年集会所 105 276 4
7 市比野二区 野下地区営農研修館 96 224 4
8 市比野三区 市比野三区公民館 173 530 8
9 市比野四区 市比野四区公民館 485 1,040 9
10 市比野五・六区 市比野五・六区公民館 380 984 9
11 温泉区 温泉区公民館 456 1,097 8
12 倉野区 倉野青少年集会所 131 328 4
計 12 3,237 7,985 92

入来町 1 副田 中央公民館副田分館 1,428 2,848 24 公民会
2 入来 中央公民館清色分館 806 1,837 19
3 朝陽 中央公民館朝陽分館 252 714 12
4 大馬越 中央公民館大馬越分館 346 882 11
5 八重 中央公民館八重分館 74 181 5
計 5 2,906 6,462 71

東郷町 1 斧渕 斧渕コミュニティセンター 1,349 3,631 16 自治公民館
2 南瀬 南瀬コミュニティセンター 330 761 8
3 山田 山田コミュニティセンター 240 604 4
4 鳥丸 鳥丸コミュニティセンター 283 690 6
5 藤川 藤川コミュニティセンター 216 466 9
計 5 2,418 6,152 43

祁答院町 1 黒木 黒木公民館 361 994 9 自治公民館
2 上手 上手農村研修センター 357 980 9
3 大村 大村交流体験施設 373 964 5
4 轟 轟農村研修センター 221 485 2
5 藺牟田 藺牟田農村研修センター 584 1,315 7
計 5 1,896 4,738 32

里村 1 薗上 薗上自治公民館 170 419 5 小組合
2 薗中 薗中自治公民館 76 204 2
3 薗下 薗下自治公民館 134 320 4
4 村西 村西自治公民館 106 237 3
5 村東 村東自治公民館 137 314 5
計 5 623 1,494 19

上甑村 1 中甑 上甑村老人福祉センター 351 681 7 常会
2 中野 中野地区集会所 38 69 1
3 江石 江石集会所 117 214 3
4 平良 上甑村生活館 187 379 5
5 小島 上甑村保健福祉館 103 213 3
6 瀬上 瀬上地区集会所 131 282 3
7 桑之浦 上甑村住民センター 43 77 1
計 7 970 1,915 23

下甑村 1 手打 手打地区公民館 502 1,014 3 公民館
2 片野浦 高齢者コミュニティセンター 123 241 1
3 瀬々野浦 高齢者保健福祉館 145 235 1
4 内川内 内川内集会所 41 73 1
5 青瀬 青瀬児童館 169 323 2
6 長浜 長浜振興センター 537 982 2
計 6 1,517 2,868 10

鹿島村 1 鹿島 鹿島村公民館 385 706 7 区
計 1 385 706 7

総　計 65 44,690 106,202 635
※世帯数･人口は平成１４年１０月１日現在

地区名
地区活動の拠点施設名

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整




